
据置定期預金「スーパーツイン」 
                               （平成25年1月4日現在適用中） 

 １．商 品 名     
   （愛   称） 

 ・据置定期預金 
  （愛称：スーパーツイン） 

 ２．販売対象  ・個人のみ 

 ３．期  間 
 
 

 ・最長お預り期限５年（据置期間６か月） 
  
・預入時のお申し出により自動継続（元利金継続または元金継続）の取扱いが 
できます。 

 ４．預入方法 
  (1) 預入方法 
  (2) 預入金額 
  (3) 預入単位 
 

 (1) 一括預入 
  
(2) １万円以上１,０００万円未満 
  
(3) １円単位 

 ５．払戻方法 
 
 
 
 

 ・満期日以後に一括して払い戻します。 
  
・預入日から６か月据置後は１万円以上１万円単位で一部支払も可能です。 
（ただし、預入時の金額が３００万円以上の一部支払は、３００万円を超 
える部分に限ります。） 

 ６．利  息 
  (1) 適用利率 
 
 (2) 利払頻度 
  
 (3) 計算方法 
  
  (4) 課税方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) 預入日から払い戻し日（一部支払を含みます。）までの期間に応じて 
    ６段階の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 
     ① ６か月以上１年未満 
     ② １年以上２年未満 
     ③ ２年以上３年未満 
     ④ ３年以上４年未満 
     ⑤ ４年以上５年未満 
     ⑥ ５年 
    

・預入金額に応じて２種類の金額階層別利率を適用します。 
    ①１万円以上３００万円未満 
    ②３００万円以上１,０００万円未満 
  
(2) 満期日以後に一括して支払います。 
  
(3) 付利単位を１円とした１年を365日とする日割計算で６か月毎の複利計算。
  
(4) 利息額の20.315％(国税15.315％、地方税5％)が分離課税されます。

 ７．手 数 料       

 ８．付加できる特 
   約事項 
 
 

 ・総合口座の担保とすることができます。（総合口座による当座貸越ができ 
  ます。）なお、貸越利率は担保定期預金の５年利率に０.５０％を上乗せ 
  した利率です。 
  
・マル優の取扱いができます。 

 ９．中途解約時の 
   取扱い 
 

 ・据置期間内に解約する場合は、預入日から解約日の前日までの期間につい 
  て、解約日における普通預金利率によって計算した利息とともに払い戻し 
  ます。なお、この場合には一部支払はできません。 



 
 10．その他参考と 
   なる事項 
 
 
 
 
 

 ・非継続定期預金は、原則として最長お預り期限に自動的に解約し、指定預 
  金口座に入金します。 
 
 ・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により 
  計算します。 
 
 ・本商品は預金保険の対象であり、合算して元本１,０００万円までとその 

利息等の範囲内で保護されます。 
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